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(57)【要約】
【課題】　電気分解時の電極表面を直接観察できる装置
と、その装置を用いた観察方法で、特に銅電解精製時に
おけるアノード表面の観察方法を提供する。
【解決手段】　作用極支持体の略中央部に略埋没した作
用極を備える作用極ユニットと、対極支持体表面の略中
央部下方に配置された中央に空隙を有する対極を備える
対極ユニットを、電解液が満たされる反応槽を有する電
解液ユニットを介して、その作用極と対極が対向、且つ
反応槽内の電解液に浸漬される位置で構成され、対極が
配置される対極支持体への投影領域に前記対極ユニット
の外側から光学観察の可能な観察窓を備え、その作用極
表面を対極側から照射する光源に係る光の波長を、前記
電解液の吸収スペクトルが示す吸光度の小さい領域の波
長に調整して光学観察を行うことを特徴とする電極表面
の観察装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　作用極支持体と前記作用極支持体の略中央部に略半没した作用極を備える作用極ユニッ
トと、
　　対極支持体と前記対極支持体表面の略中央部下方に配置された中央に空隙を有する対
極を備える対極ユニットが、
　　電解液が満たされる反応槽を形成する空間部を有する電解液ユニットを介して、前記
作用極と対極が対向且つ前記反応槽内の電解液に浸漬される位置に配置されるように構成
され、
　前記対極に備わる空隙の前記対極支持体への投影領域に、前記対極ユニットの外側から
光学観察の可能な観察窓を備え、
　　前記作用極表面を前記対極側から照射する光源に係る光の波長を、前記電解液の吸収
スペクトルが示す吸光度の小さい領域の波長に調整して前記光学観察を行うことを特徴と
する電極表面の観察装置。
【請求項２】
　前記電解液が、銅を含有する硫酸酸性溶液である場合、前記光源から照射される光の波
長が、４６０～４９０ｎｍであることを特徴とする請求項１記載の電極表面の観察装置。
【請求項３】
　上記請求項１又は２に記載の観察装置を用い、
　　電気分解時の電流、電位もしくは電圧をモニタリングすると共に、前記モニタリング
と同期して顕微鏡の観察像を観測する電極表面の観察方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気分解における電極表面の状態を観察できる装置とそれを用いた観察方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気分解法は、反応を生じさせようとする溶液（以下、反応溶液と称す）に陽極と陰極
の２つの電極を接触させ、それらの電極間に電流を流すことで反応溶液を陽極表面と陰極
表面でそれぞれ反応させる方法である。
　陽極及び陰極で、それぞれ異なる反応を同時に実施できること、電流や電圧値を制御す
ることで反応を比較的かつ厳密に管理できること、高温化学反応と比較して環境対応が容
易となるといった特徴がある。
【０００３】
　この電気分解法は、金属製錬や材料表面の処理分野において、工業的に広く用いられて
きた。例えば、非鉄金属の金属製錬において、金、銀、銅、亜鉛、鉛、ニッケル、コバル
トといった金属では水系での電解製錬が行われ、アルミニウム、マグネシウム、ナトリウ
ムといった金属では溶融塩電解が行われてきた。まためっきや陽極酸化といった表面処理
分野でも利用されている。
【０００４】
　ところで、電気分解においては、電極表面での反応を解明することが大きな課題となっ
ている。
　具体的には、銅の電解製錬では、アンチモンやヒ素や鉛やビスマスなどの不純物や金や
銀などの貴金属を含んだ粗銅を陽極（アノード）として電解し、陰極（カソード）上に銅
のみを電析させて回収するが、不純物や電解液や電流密度や温度など様々な要因によって
アノード側で電流が流れなくなる不働態化と呼ばれる現象が生じることがある。
【０００５】
　この不動態化が生じると、銅の精製が進まず、操業の安定性や効率が阻害されるため、
この不働態化の発生メカニズムに関して以前から様々な研究が進められてきた。しかしこ
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れらの研究の多くは、電極表面の電位測定や生成物の化学組成や性状観察などを通じた間
接的なもので、アノード表面での不働態化の発生をリアルタイムに観察したものではなく
、目視観察が可能ならば不動態化の原因解明に大きく貢献できると考えられるが、実際に
目視で観察することは困難だった。
【０００６】
　これは、銅電解中の電極表面を観察しようとしても、電極は電解液という液体の中に浸
漬されているために、その連続観察は難しい。さらに工業的な銅電解精製で用いられる電
解液は、高濃度の硫酸銅を主成分とし多種多様な不純物も含まれる特徴があり、このよう
な組成では、浴の吸光度が高くなっているため、一般的な白色光を用いて照明しても透過
率が低くなり、その観察は困難になる。
【０００７】
　このため、電極表面で生じる状況は、従来は電流や電位、電圧、抵抗等を測定したり、
電解液の組成や物性を測定したりする間接的な方法で判断され、目視によって直接判断す
ることはできなかった。
　一方、直接目視で観察する表面観察手法は、表面の凹凸をμｍオーダーまで観察するこ
とができ、電極表面生成物や電極そのものの特性を評価可能となる有益な手法であるが、
電気分解前と電解分解が終わった後の電極表面を観察することしか行えず、電気分解を生
じている最中の電極表面状態がどのようなものとなっているかは、電気分解後の状態から
推察するしかできなかった。
　そこで、このように、電気分解中でも電極表面を随時かつ高倍率に観察する手法の開発
が望まれてきた。
【０００８】
　この目的に対し、例えば特許文献１～４に示す装置が提案されてきた。
　特許文献１は、活性化層を備えた実質的に平らな電気化学処理用電極の非活性表面領域
を検出するために視認検査する方法で、アノード及びカソードとを備えた電解槽ならびに
検査すべき電極のための支持体とで構成され、電解槽に該検査すべき電極の表面を観察す
るための領域が設けられていることを特徴とする。また、光源が槽の内側で支持体と電解
槽のカソードとの間に配設されており、支持体とアノードとの間の間隔が支持体とカソー
ドとの間の間隔よりも小さく、透明領域がカソードと支持体の間にある平らな槽領域であ
り、透明領域と検査されるべき電極の表面とが２０～８０゜の角度を成す、等の特徴があ
る。
【０００９】
　また、特許文献２には、電解液中で電気化学反応を制御しながら、試料の反応過程を観
察する電気化学測定装置が示されている。
　この装置は、試料を電解液内に浸漬した状態で収容する溶液セルと先端に探針を有する
レバー部と、そのレバー部の基端側を片持ち状に支持する支持部とを有し、電解液に浸漬
された状態で試料に対向配置されたカンチレバーと、探針と試料とを試料表面に平行な方
向に相対的に走査させると共に試料表面に垂直な方向に相対的に移動させる移動手段と、
レバー部の撓みを測定する変位測定手段と、変位測定手段による測定結果に基づいて走査
時に探針と試料表面との距離をレバー部の撓みが一定となるように移動手段を制御すると
共に試料の表面形状データを取得する制御手段と、試料に電気的に接触する試料電極と、
電解液内に浸漬された状態で配された参照電極及び対極と、参照電極の電位を基準として
試料電極の電位を制御すると共に試料電極と対極との間に流れる電流を測定する電流測定
手段とを備え、カンチレバーは参照電極及び対極を備えており、探針の近傍には参照電極
及び対極が配置されていることを特徴とする電気化学測定装置である。
【００１０】
　また、特許文献３には、実際の製品とほぼ同様な構造を有するリチウムイオン電池の内
部構造を正極板及び負極板の延在方向と平行な方向から経時的に顕微鏡観察できる観察用
セルが示されている。この観察用セルは、正極板、負極板、及び正極板と負極板との間に
配置したセパレータとを有し、電解液が含浸された試験用のリチウムイオン電池を整列保
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持する保持工具と、保持工具を収納支持するセル本体と、透明板を含む観察窓が形成され
、そのセル本体と密封係合するフランジとを有する。保持工具は、保持されるリチウムイ
オン電池に形成された端面エリアが透明板とほぼ平行になるようにセル本体内に支持され
、試験用のリチウムイオン電池に形成された端面エリアに、そのフランジに設けた観察窓
を介して顕微鏡から出射した照明光が入射するように構成するものである。
【００１１】
　また、特許文献４には、活物質を含む活物質層が集電体上に形成されてなる電極を、ラ
マン分光法によって評価するための測定セルが示されている。
　電極を収容する外部に対して密閉される収容部と、その収容部に配置された電極表面上
でラマン散乱光を発生させるために、電極に向かって励起光を透過させる観察窓と、集電
体と、その集電体と外部機器とを電気的に接続する接続端子とを備え、その電極には、活
物質層が露出している断面であって、励起光が照射される断面が形成されており、その断
面は、電極をイオンビームによって切断することによって形成されており、観察窓は、断
面と密着するものであることを特徴とする測定セルである。
【００１２】
　しかしながらこれらの装置を用いて銅の電解精製などが行われる際の電極状態、特にア
ノード表面での不働態化が発生した際の状態を観察することは、電解条件等の差の影響が
大きく、困難だった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開平２－１７９８９８号公報
【特許文献２】特開２００７－２０５８５０号公報
【特許文献３】特開２０１４－３２７４５号公報
【特許文献４】特開２０１５－９９７６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、電気分解時の電極表面を直接観察できる装置と、その装置を用いた観察方法
で、特に銅電解精製時におけるアノード表面の観察方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記の課題を解決する本発明の第１の発明は、作用極支持体と作用極支持体の略中央部
に略半没した作用極を備える作用極ユニットと、対極支持体と対極支持体表面の略中央部
下方に配置された中央に空隙を有する対極を備える対極ユニットが、電解液が満たされる
反応槽を形成する空間部を有する電解液ユニットを介して、作用極と対極が対向且つ反応
槽内の電解液に浸漬される位置に配置されるように構成され、その対極に備わる空隙の対
極支持体への投影領域に、対極ユニットの外側から光学観察の可能な観察窓を備え、その
作用極表面を対極側から照射する光源に係る光の波長を、電解液の吸収スペクトルが示す
吸光度の小さい領域の波長に調整して光学観察を行うことを特徴とする電極表面の観察装
置である。
【００１６】
　また、本発明の第２の発明は、第１の発明における電解液が、銅を含有する硫酸酸性溶
液である場合、光源から照射される光の波長が、４６０～４９０ｎｍであることを特徴と
する電極表面の観察装置である。
【００１７】
　また、本発明の第３の発明は、第１および第２の発明に記載の観察装置を用い、電気分
解時の電流、電位もしくは電圧をモニタリングすると共に、そのモニタリングと同期して
顕微鏡の観察像を観測する電極表面の観察方法である。
【発明の効果】



(5) JP 2018-9879 A 2018.1.18

10

20

30

40

50

【００１８】
　本発明を用いることで、電気分解時の電極表面を鮮明に観察でき、なおかつ電流や電位
もしくは電圧との相関を確認することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明に係る観察装置の電解セル構造を示す分解図である。
【図２】図２は図１の電解セルを組立てた際の断面模式図で、（ａ）は図１のａ－ａ’線
断面図、（ｂ）は観察窓３２の断面図、（ｃ）は作用電極２の一例を示す断面図、（ｄ）
は連結支持治具６０を示すである。
【図３】実施例１の方法で観察した、電極表面の観察像である。
【図４】比較例１の方法で観察した、電極表面の観察像である。
【図５】硫酸銅水溶液および硫酸ニッケル水溶液の吸収スペクトルを示す図である。
【図６】実施例２および比較例２の結果に基づく、電圧と電流との関係を示す図である。
【図７】実施例２の結果に基づく、不動態化前の電極表面観察像である。
【図８】実施例２の結果に基づく、不動態化進行中の電極表面観察像である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　銅など金属の電解精製が行われる際のアノード表面の状態を観察しようとする際は、電
解液の状態を考慮して、光の透過率を高める工夫が必要とされていた。
　それに対して、本発明では、観察セルの構造と、観察する光源の波長を特定範囲に制御
することで課題を解決した。
【００２１】
　以下、本発明の具体的な実施形態について詳細に説明する。
［電解セルの作製］
　電解セルは、例えばアクリル樹脂やポリエーテルエーテルケトンのような加工性、耐薬
品性、耐熱性等に優れた材料を使用して作製するのが良い。
　電解セルの形態は、電解液の漏洩を考慮すると一体型のセルが良いが、メンテナンス性
や種々の電解液への対応などを考慮するとセパレート式とすることで、各部品の交換を容
易なものとし、電解液の漏洩に対しては、各部間には例えばシリコンゴム、ニトリルゴム
、テフロン（登録商標）のような耐薬品性、耐熱性等に優れた材質のパッキンやＯ（オー
）リングを挟み、電解液が漏洩しない構造とした。
【００２２】
　各種顕微鏡や目視などでの光学観察する観察窓には、例えば石英ガラスのような透明度
の高く、薄くても強度のある材料を使用することが視認性を高める点で好ましく、また、
反応溶液や電解反応により白濁などによる透明度の低下を生じにくい材料であることも望
まれる。
【００２３】
　図１、２に本発明の具体例の一例を示す。図１は本発明に係る電解セルの一例の構造を
示す分解図で、図２は図１の電解セルを組み立てた際の断面模式図で、（ａ）は図１のａ
－ａ’線断面、（ｂ）は観察窓３２の断面、（ｃ）は電極（作用極）２の断面、（ｄ）は
連結支持治具を示す断面である。
　図１に示すように、４分割のセパレート式電解セル１は、上方から上々部ユニット２０
、対極ユニット３０（上部ユニットとも称す）、電解液ユニット４０（中部ユニットとも
称す）、作用極ユニット５０（下部ユニットとも称す）の４体の分割ユニットで構成され
、各分割ユニットが備えている位置決めと結合の役割を担う組立穴２９、３９、４９、５
９に、連結支持治具６０（図２（ｄ）参照）を通して、組み立て、固定されている。
　なお、位置決めと結合の役割を担うものであれば、その形態に制約はない。図２（ｄ）
に連結支持治具６０の構成を示すが、６１は位置決め連結軸、６２は締め付けナットであ
る。
　また、各ユニット間の結合面には、パッキン１１を備えて反応液の漏洩を防止する構造
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となっている。
　次に各ユニットの詳細を説明する。
【００２４】
＜上々部ユニット＞
　この上々部ユニット２０は、下部の構成ユニットの保護及び光学観察のためプラットホ
ームなどの役割を持ち、下部ユニットの作用極ユニット５０と合わせて電解セル１（図２
参照）の筐体の役目を果たすものである。ユニット本体２１の中央付近に光を通過させ、
観察するための観察穴２２が設けられている。この観察穴２２から、対極ユニット３０に
設けられた観察部、観察窓３２を通して電極表面を観察する。
【００２５】
＜作用極ユニット＞
　下部ユニットである作用極ユニット５０は、電解セル１（図２参照）の筐体の一部を構
成するものであると共に、観察に供せられる電極（作用極）２を電解セルに設置する取付
部５２を、作用極支持体５１に備えている。この取付部５２は、電極２を電解セルに組み
入れた際に光源（図示せず）からの光に照らされる位置で、且つ上々部ユニット２０の観
察穴２２を通して観察可能な位置に固定できるように設定可能な形態で適宜設けられる。
　図１に示す例では、テフロン（登録商標）製のパッキン２ｂで反応液の漏洩防止された
、樹脂に埋めこまれて電極面のみが表出した電極本体２ａからなる電極（作用極）２を嵌
めこむ形の円形穴として取付部５２が設けられている。
【００２６】
　ここで、観察に供する電極（作用極）２は、図２（ｃ）に断面が示されるように、電極
面２ｓ以外の部分を樹脂２ｃに埋め込み、電極面２ｓ以外の部分が反応に寄与しないもの
とするのが望ましい。さらに電極を埋め込んだ樹脂の形状は、取付部５２の形態に合わせ
て適宜、型通りのものとし、セルに対して付け替え可能なものとする。その際には、反応
槽内の液体が漏洩しないように、テフロン（登録商標）製等の耐薬品性や耐漏洩性が持続
する材料を用いたパッキン２ｂなどを用いて漏洩防止が施される。２ｄはリード線である
。
【００２７】
＜電解液ユニット＞
　この中部ユニットである電解液ユニット４０は、その上に設置される対極ユニット３０
と共に電解セル１の中枢部を形成するもので、対象とする反応液を貯留する反応槽Ａ（図
２（ａ）参照）を、上下に位置する対極ユニット３０と引用極ユニット５０とで構成する
。図１ではユニット本体４１をリング形態とし、その空間部４２を反応槽の一部としてい
る。この電解液ユニット４０には、反応槽Ａに反応液を送液、排液する液導入口４３、液
排出口４３が備えられている。これらの入出口を設けることで反応液の循環、交換、排出
などが可能であるが、バッチで観察するようなケースに使用する場合では、排出口の必要
性はないが、液導入時の空気抜きとしての役割を果たしている。
【００２８】
＜対極ユニット＞
　この上部ユニットである対極ユニット３０では、観察対象の電極２の対極３を備えると
同時に、電極２の表面を観察するための観察窓３２を備える電解セル１の中枢を担うユニ
ットである。
　対極３は、対極支持体３１の電解液ユニット４０側の面に設置する。その中央部に空隙
を有する形状の電極で、図１に示すようなリング状電極が望ましいが、中央部は電極２を
観察できるような形態、材料で構成されていれば良く、通常、板状の電極材料の中央を貫
通した穴、電極材料をリング状やＣ型に形成したもの、若しくは空隙内を透明材料で充填
して中央部を構成したものなども利用可能である。
【００２９】
　対極支持体３１の対極３の空隙の投影領域には、外部から作用極（電極）２の表面を観
察するための観察窓３２が設けられている。この観察窓３２は、ユニットを貫通した観察
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穴３２ａ、その観察穴３２ａを塞ぐ形で設置された、より大径の透明板３２ｂ、電解液の
漏洩を防止するためにユニット面と透明版３２ｂ間にも設けられるパッキン（Ｏリング等
）３２ｃで構成されている。なお、この観測窓３２の配置場所は、対極３を通して作用極
２の電極表面２ｓが観察可能な位置に設けられるもので、通常、作用極２、対極３、観察
窓３２、観察穴２２は同一視線軸（図２の「一点鎖線」）上に、配置されていることが望
ましい。
【００３０】
［光源の選択］
　顕微鏡と観察用電極（作用極で、図２の符号２参照）との間に電解液を挟んだ状態での
観察になり、その電解液は着色している場合が多いため、様々な波長の光が集まった白色
光では透過し難く、観察には不向きである。そこで、電解液の吸収スペクトルに見合った
波長の光源を選択する。
　例えば、銅電解精製の電解液においては、不純物である硫酸銅水溶液および硫酸ニッケ
ル水溶液の吸収スペクトル（図５参照）を考慮し、波長が約４６０ｎｍ～４９０ｎｍの青
色ＬＥＤを光源に用いると良い。
【００３１】
［観察方法］
　電気分解時の電極表面状態の観察は、顕微鏡で表面状態の変化を観察しながら、電流や
、電位もしくは電圧を同時にモニタリングし、電極表面状態との相関を確認することで、
より多くの知見が得られるものとした。なお、観察は図２（ａ）の白抜き矢印方向から行
われる。
【実施例】
【００３２】
　以下、本発明の実施例を示してさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に何
ら限定されるものではない。
【実施例１】
【００３３】
＜青色ＬＥＤを光源に用いた陽極表面の観察＞
　アクリル板やパッキン部材を図１に示すように加工し、電解セルの構成部品を作製した
。
　次に、作製した図１に示す構成部品の各ユニットを組立てて、電極観察用の電解セルを
作製し、各電極を取り付けて電気分解および表面観察が可能な状態とした。
　観察する電極の作用極（陽極）２には「銅」を使用し、対向する電極の対極（陰極）３
には白金を銅でコーティングしたものを使用した。
【００３４】
　電気分解装置には北斗電工株式会社製の「ＨＺ-３０００型」を使用し、観察に用いた
顕微鏡には、精密ウェーブ株式会社製の光学顕微鏡に、株式会社ディテクト製の顕微鏡画
像記録装置「ＨＡＳ－Ｌ２型」を接続して観察に使用した。
【００３５】
　電解液は、硫酸銅五水和物と硫酸ニッケル七水和物の試薬、純度９８重量％の硫酸およ
び純水を用いて、銅濃度が５０ｇ／Ｌ、ニッケル濃度が１５ｇ／Ｌ、遊離硫酸濃度が２０
０ｇ／Ｌの成分組成とした電解液を作製して用いた。
【００３６】
　次に、作製した電解液を、ＦｉｓｈｅｒＳｃｉｅｎｔｉｆｉｃ社製の「ペリスタポンプ
」を用い、液導入口４３から電解セル１の反応槽Ａ内に送液し、反応槽Ａ内を電解液で満
たした。なお、送液に使用しない液導入口４３及び液排出口４３は止め栓していた。
　光源に、Ｓｃｈｏｔｔ　Ｍｏｒｉｔｅｘ社製の「ＭＬＥＰ－Ａ０７０Ｗ１ＬＲ」及びＭ
「ＣＥＰ－ＣＢ８－０７０－３（青色ＬＥＤ）」を使用し、陽極表面を観察した。
　その表面観察像を図３に示す。図３からは、鮮明な表面像が得られていることが分かる
。
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【００３７】
（比較例１）
＜白色光源を使用した陽極表面の観察＞
　実施例１の光源を白色光源（Ｓｃｈｏｔｔ　Ｍｏｒｉｔｅｘ社製の「Ｍｅｇａｌｉｇｈ
ｔ１００型」）に変更して同様の操作を実施して陽極表面を観察した。
　図４に比較例１における表面観察像を示す。青色ＬＥＤ光源を使用した図３にくらべて
白色光源を使用した図４では鮮明な表面像が得られ難いことが分かる。
【実施例２】
【００３８】
＜銅電解精製における陽極表面状態の観察＞
　実施例１で用いた電解セルを用い、電解液に硫酸銅五水和物、硫酸ニッケル七水和物、
９８％硫酸及び純水を用いて、銅濃度５０ｇ／Ｌ、ニッケル濃度１５ｇ／Ｌ、硫酸濃度２
００ｇ／Ｌの成分組成の電解液を用い、ＦｉｓｈｅｒＳｃｉｅｎｔｉｆｉｃ社製の「ペリ
スタポンプ」にて、作製した電解液を電解セルに、毎分８ｍＬの流量で送液した。
　光源に、Ｓｃｈｏｔｔ　Ｍｏｒｉｔｅｘ社製の「ＭＬＥＰ－Ａ０７０Ｗ１ＬＲ」及び「
ＭＣＥＰ－ＣＢ８－０７０－３（青色ＬＥＤ）」を使用し、ウォーターバスやラバーヒー
ターを用いて、電解セル内部の電解液温度を６０℃に調整し、電極間の電圧を０Ｖから、
毎秒１ｍＶの速度で０．６Ｖまで付加し、電流及び陽極表面状態の変化を観察した。
【００３９】
（比較例２）
＜硫酸を浴とした銅の電気分解における陽極表面状態の観察＞
　実施例２の電解液を、銅やニッケルを含有しない濃度２００ｇ／Ｌの硫酸に変更して同
様の操作を実施した。
【００４０】
　図６に、実施例２および比較例２における電圧と電流の関係を示す。また、図７に、実
施例２における不動態化前の観察像を、図８に、実施例２における不動態化進行中の観察
像を示す。
　図６に示される実施例２におけるグラフを見ると、電圧の上昇に伴い、電流が上昇して
いくが、ある電圧を境に電流が急降下しているのが分かる。これは陽極表面の不動態化に
よるものである。
　また、図７、８より、不動態化前、不動態化進行中で、そのそれぞれにおいて、はっき
りとした違いの分かる観察像が得られた。
【符号の説明】
【００４１】
　１　　電解セル
　２　　電極（作用極）
　２ａ　電極本体
　２ｂ　パッキン
　２ｃ　樹脂
　２ｓ　電極面
　２ｄ　リード線
　２ｓ　電極表面
　３　　電極（対極）
１１　　パッキン
２０　　上々部ユニット
２１　　ユニット本体
２２　　観察穴
２９、３９、４９、５９　　組み立て穴
３０　　上部ユニット（対極ユニット）
３１　　対極支持体
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３２　　観察窓（符号３２ａ～３２ｃを含む）
３２ａ　観察穴
３２ｂ　透明版
３２ｃ　パッキン（Ｏリング等）
４０　　中部ユニット（電解液ユニット）
４１　　ユニット本体
４２　　空間部
４３　　液導入口、液排出口
５０　　下部ユニット（作用極ユニット）
５１　　作用極支持体
５２　　取付部
６０　　連結支持治具
６１　　位置決め連結軸
６２　　締め付けナット
　Ａ　　反応槽

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図７】

【図８】
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